
政
令
第

号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
、
ボ
ル
ト
が
緩
ま
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
た
ボ
ル
ト
接
合

（
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
若
し
く
は
張
り
間
が
十
三
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
で
あ
つ
て
」
を
削
り
、
「
接
合
方
法
、
」
を
「
接
合
方
法
に
、
」
に
、
「
接
合
方
法
）
に
」
を
「
接

合
方
法
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
張
り
間
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
（
延
べ
面
積
が
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
ボ
ル
ト
が
緩
ま
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

措
置
を
講
じ
た
ボ
ル
ト
接
合
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
三
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。



た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
七
条
第
五
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
関
す
る
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
る
規
制
と
同
等
の
規
制
を
受
け
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
並
び

に
架
空
電
線
路
用
並
び
に
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
卸

供
給
事
業
者
の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
」
を
削
る
。

第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
次
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
煙
突
に
つ
い
て
は

」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
煙
突
以
外
の
煙
突
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
」
に
、
「
、
第
六
節
の
二
」
を

「
及
び
第
六
節
の
二
」
に
、
「
及
び
第
八
十
条
」
を
「
、
第
八
十
条
」
に
、
「
、
第
八
十
条
の
二
、
第
百
十
五
条
第
一
項
第
六

号
及
び
第
七
号
、
第
五
章
の
四
第
三
節
並
び
に
第
七
章
の
八
」
を
「
並
び
に
第
八
十
条
の
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項



と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

煙
突
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
五
章
の
四
第
三
節
並
び
に
第
七
章
の
八
の
規
定
を
準

用
す
る
。

３

第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
を
用
い
る
煙
突
に
つ
い
て
は

、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
九

条
、
第
七
十
条
及
び
第
七
十
六
条
（
第
七
十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
除

く
。
）
を
準
用
す
る
。

第
百
四
十
条
第
一
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、

「
工
作
物
に
つ
い
て
は
」
を
「
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
」
に
、
「
、
第
八
十
条
の
二
、
第
五
章
の
四
第
三
節
、
第
七
章
の
八
並
び
に
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「

並
び
に
第
八
十
条
の
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
の
四
第
三
節
、
第
七
章
の
八
並
び
に
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

の
規
定
を
準
用
す
る
。



３

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
耐
久
性
等
関
係
規

定
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
六
条
（
第
七
十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条

の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
次
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
三
十
六
条
の

三
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
三
章
第
五
節
、
第
六
節
及

び
第
六
節
の
二
、
第
八
十
条
の
二
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
ロ
の
規
定
に

よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
耐
久
性

等
関
係
規
定
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
九
条
並
び
に
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
及
び

第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ



か
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
三

章
第
五
節
、
第
六
節
及
び
第
六
節
の
二
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
百
四
十
三
条
第
一
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら

第
三
十
九
条
ま
で
、
第
三
章
第
五
節
、
第
六
節
及
び
第
六
節
の
二
、
第
八
十
条
の
二
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
う
ち
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
九
条
第
一

項
第
三
号
又
は
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
九
条
並
び

に
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
三
章
第
五
節
、
第
六
節
及
び
第
六

節
の
二
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
三
項
（
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
の
準
用
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
削
り
、
「
（
第
三
十
七
条
、
第
三



十
八
条
第
六
項
、
第
六
十
七
条
及
び
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四

号
、
第
百
四
十
条
第
三
項
（
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
四
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
条
第

四
項
」
に
、
「
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
条
及
び
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
及
び
第
六
十
七
条
」
に
、
「
限
る
。

）
は
」
を
「
限
る
。
）
の
規
定
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
工
作
物
（
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
で
そ
の
存
続
期
間
が
二
年
以
内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
四
十
一
条
第
三
項
（
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
十
条
の
規

定
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
四
十
一
条
第
四
項
（
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
六
十
七
条

及
び
第
七
十
条
の
規
定
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
改
正
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


